
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２６３００００７６ 

仮想化デスクトップシステム用ＶＤＡライセンス利用契約（ライセンス追

加） 

履行場所 情報政策課 

種  類 物品販売 

概  要 
仮想化デスクトップシステムに係る環境構築のため、Microsoft VDAライセン

スを調達する。 

相

手

方 

名  称 株式会社大一事務器 

代 表 者 代表取締役社長 幕田 正高 

所 在 地 南相馬市原町区栄町３丁目３１番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

□２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

■７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

今回調達する「Microsoft VDA」は、仮想化デスクトップシステムに係る環境構築に必要な

ライセンスであり、Microsoft社が提供する公共機関向けライセンス調達プログラムを利用

することで、通常販売されている価格よりも安価に調達することができる。 

また、既に契約済みの「Microsoft Officeソフト利用契約（契約番号：4253000050）」

に付随する契約とすることで、契約期間を平成２６年１０月から平成３０年６月まで（４

５か月間）とすることができる。しかし、これを新規契約にすると契約期間が３年間（３

６か月間）単位となるので、最低でも６年間（７２か月間）の契約が必要である。 

 公共機関向けライセンス調達プログラムを利用し、かつ「Microsoft Officeソフト利用

契約」に付随する契約としてライセンスを調達できる業者は上記業者のみであることから、

上記業者と随意契約するものである。 

工事等担当課名 〔 情報政策課                           〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２６３００００７７ 

仮想化デスクトップシステム賃貸借（クライアント追加） 

履行場所 情報政策課 

種  類 物品賃貸借 

概  要 
仮想化デスクトップシステムを賃貸借することにより、事務の効率的及び

安定的運用を図る。 

相

手

方 

名  称 日本電気株式会社福島支店 
代 表 者 支店長 小林 進 
所 在 地 福島県福島市本町５番５号 
名  称 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社東北支店 
代 表 者 支店長 羽田 卓郎 
所 在 地 宮城県仙台市青葉区中央四丁目６番１号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

今回調達する「仮想化デスクトップシステムクライアント」は、既に運用が開始されて

いる仮想化デスクトップシステム（※）において、仮想ＰＣを新たに追加するために必要

となるライセンスである。 

このシステムは日本電気株式会社が独自に開発したシステムであり、ライセンスを取扱

うことができる事業者は上記業者のみであるため、上記業者と随意契約するものである。 

 

※仮想化デスクトップシステムは平成２５年度にプロポーザルを実施し導入したもので、 
パソコンと本庁舎設置のサーバとの通信速度が遅い出先施設において、通信速度を改善し

事務の効率化を図るためのシステムである。 

工事等担当課名 〔 情報政策課                           〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２６３００００８６ 

抵抗板式魚止め装置購入 

履行場所 南相馬市南右田字西畑地内 

種  類 物品購入 

概  要 
鮭増殖事業に係る鮭を捕獲するため、河川を横断して仕切ることで、魚の

通路をふさぎ、これを捕えるための簗状の魚止め装置（ウライ）の購入。 

相

手

方 

名  称 大信工業株式会社 

代 表 者 代表取締役 中澤 俊夫 

所 在 地 東京都八王子市椚田町1218-3 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの 

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ 

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

ウライ（魚止め装置）は、河川を横断して仕切ることで、魚の通路を防ぎ、これを捕え

る装置である。今回導入予定の魚止め装置は、簀部分が強化塩ビ製で浮動性があり、かつ抵抗

版を備えている仕様であることから、水位に併せて上下し、河川を全面的に遮蔽することが可

能である。よって、固定式の魚止め装置や、網で捕獲する場合に比べ、極端に水位が上昇した

場合でも効率よく魚を捕獲でき、鮭増殖事業に有効である。 
加えて、浮動式であることから、流木による破損や、ごみの滞留を防ぎ、管理が容易に行え

る利点もある。 
今回導入予定の魚止め装置は大信工業株式会社が抵抗板式の部分に特許（第 1213750）

及び実用新案を取得しており、製造及び販売を行っているのは同社一社のみのため、同社

と随意契約を行うものである。 

 
工事等担当課名 〔 鹿島区産業建設課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２６３００００８８ 

イントラネットファイアウォール更改 

履行場所 情報政策課 

種  類 物品販売 

概  要 
イントラネットを稼動しているファイアウォールを更改することにより、イント

ラネットの安定的運用と事務の効率化を図る。 

相

手

方 

名  称 東日本電信電話株式会社 福島支店 
代 表 者 支店長 志村 光昭 
所 在 地 福島県福島市山下町５番１０号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

今回更新対象外の機器も含めたイントラネット機器類の運用は、イントラネットを保護

するためのファイアウォールのセキュリティ設定と一体での運用が必要であり、この設定

を含めた機器の納品ができる業者は上記業者のみであることから、上記業者との随意契約

としたい。 

工事等担当課名 〔 情報政策課                           〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

 
契

約

内

容 

件 名 等 （契約番号）４２６３００００９０ 

小型軽量個人積算線量計等購入 
履行場所 健康づくり課  
種  類 物品購入 

概  要 ガラスバッジ測定結果から、放射線健康対策委員会で精査する必要がある

と判断された方に当該製品を貸与、測定し、原因を把握する。 
相

手

方 

名  称 株式会社 千代田テクノル 福島復興支援本部 
代 表 者 福島復興支援本部長 吉田 浩一 
所 在 地 福島県福島市大町 7番 23号 

 
根 
 
拠 
 
規 
 
定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 
■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  
□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 
□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  
□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  
□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  
□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 
□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 
□９号 落札者が契約を締結しないとき 

 
 
随

意

契

約 
理

由

の 
説

明 

【具体的に記入すること】 
 購入を予定している製品は、通常のガラスバッジ式線量計と違い、表示機を使い積算線

量をその場で把握できるとともに、管理機のソフトを使用し、調査期間中の月別、日別、

指定日の時間別の線量結果をデータ化し、出力することが出来る。 
この機能が備わっているのは当該製品のみであり、現在行われている外部被ばく個人積

算線量測定（ガラスバッジ）の測定結果から、線量の値が高い方に当該製品を貸与、測定

し、原因を把握、分析するため当該業者と随意契約いたしたい。 
 
 
 
 
 
 
 

工事等担当課名 〔 健康づくり課                          〕 
※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２６３０００１０１ 

南相馬市子育て応援Ｗｅｂサイトシステム借上げ 

履行場所 男女共同こども課 

種  類 物品賃貸借 

概  要 
子育て応援Ｗｅｂサイトシステムを導入後、システムを賃貸借及び保守

管理することにより、長期的に安定的運用を図る。 

相

手

方 

名  称 テンプスタッフ・カメイ 株式会社 いわきオフィス 

代 表 者 オフィス長 菱沼 修 

所 在 地 福島県いわき市平字大町７番地の２ 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本Ｗｅｂサイトは、ＡＳＰ方式のＷｅｂサイト構築に関する専門的技術が必要になる。 
サイト構築に係る技術力については日々進んでおり、メーカー独自に開発したものなど確

立されていない分野であること、また今回の業務は、子育て分野に関する専門的知識や当

市が置かれている子育てに関する特殊環境をも理解する必要があることなどから、単に委

託料等の多寡によらず、Ｗｅｂサイト構築・運用の面でコンサルタント業務も行うことが

可能な事業者を幅広く募集する公募型プロポーザル方式において業者を決定することと

し、企画提案の公募を行った。 

 プロポーザル審査委員会を開催し、上記事業者がシステム導入事業者に選定されたため、

そのシステム賃貸借について随意契約とする。 
 

※平成２６年度の南相馬市子育て応援Ｗｅｂサイト導入業務委託において、平成２７年２

月２８日までに導入予定。 

 

 

工事等担当課名 〔 男女共同こども課                        〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとし

たものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 


